
※金額はあくまでも概算です。施設の体制及び制度改正等により変更となる場合がございます。

居住の権利形態:利用権方式、利用料支払方式:月払方式 （単位:円）
■月額利用料（30日計算）

※寝具料はご希望によりますが、衛生面を考慮し貸出をお勧めしています。

■介護保険負担金(1割負担の場合)
　ご利用者様の所得等に応じて負担割合が変わります。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
546 614 685 750 820

576 644 715 780 850

17,320 19,360 21,490 23,440 25,540

2,217 2,478 2,751 3,000 3,269

19,537 21,838 24,241 26,440 28,809

■合計利用料 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

158,137 160,438 162,841 165,040 167,409

※ご利用者様ごとで加算項目が異なりますので、目安の料金となります。

☆その他の主な加算（対象者のみ）
退院退所時連携加算・・・・1日あたり30円
退居時情報提供加算・・・・1回２５０円

☆その他の主な全額自己負担費用（対象者のみ）
おむつ代　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・実　費
光熱費（冬季間、11月～翌3月のみ）　　　　　・・・・日あたり215円（ひと月（30日）あたり:6,450円）
預り金システム手数料（金銭預りに関する契約）・・・・月あたり330円
個人的な生活用品（おむつ等）　　　　　　　  ・・・・実　費
電気代(TVや加湿器、冷蔵庫等）　　　　　  　・・・・1台につき1日50円
居室テレビ受信料　　　　　　　　　　　 　　・・・・月あたり220円 

　（NHK受信料はご利用者様とNHK間の個別契約になります）
居室インターネット料金　　　　　　　　　　・・・・ご利用者様とプロバイダ業者等との個別契約になります。
一時介護室使用料　　　　　　　　　　　　　・・・・1日あたり500円
通院介助（協力医療機関以外）　　　　　　　・・・・1時間あたり1,500円
入浴介助・清拭（週4回目以降）　　　　　　 ・・・・1回につき500円
居室清掃（週2回目以降）　　　　　　　　　・・・・1回につき500円
リネン交換（週2回目以降）　　　　　　　　・・・・1回につき500円
日常の洗濯（週4回目以降）　　　　　　　　・・・・1回につき500円
理容サービス　　　　　　　　　　　　　　  ・・・・お支払いは栃尾理容協会へのお支払いとなります。
◆居室にテレビを持ち込まれる場合は別途NHKとの受信契約が必要となります。
　詳しくはNHKふれあいセンターへお問合せ願います。（TEL:0570-077-077）

30日の小計・・・①

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
（所定単位の12.8％を加算）

令和6年6月1日～介護付有料老人ホーム　料金表

100 3,000
138,600

1,790 53,700

1日あたり ひと月（30日）あたり
44,400

1,250 37,500
1,480

30日の合計・・・①＋②

家　賃　（日あたり）
管理費　（日あたり）
食費（1食:朝食510円　昼食570円　夕食600円　おやつ110円）
寝具貸出（日あたり）

1日の合計

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
個別機能訓練加算（Ⅰ）

地域密着型特定施設入居者生活介護サービス費

30日の小計+処遇改善加算・・・②

18

協力医療機関連携体制加算（月あたり） 40
30日の小計

12


